
　S55,8,15

※ 仮換地の指定後に建築物移転、工事 等を実施

清算事務・事業完了

換地計画の認可

土地区画整理審議会

土地区画整理事業（公共団体施行）の流れについて

当 初 H28,2,15

補 正 命 令 H28,3,25

都市計画決定

事業計画(変更)の縦覧

意見書の提出意見なし

2週間公衆の縦覧に供する  H28,1,28～H28,2,10（第12回変更）

補 正 H28,4,15

事業計画(変更)の決定

事業計画(変更)の認可

福島県都市計画審議会

不採択 採択意見書の審査

口頭陳述

意見なし

※審議会が直接聴聞又は
審議会の委員が聴聞

不採択 採択

2週間公衆の縦覧に供する

仮換地の指定

換地計画の縦覧

意見書の提出

換地計画の決定

施行者

土地区画整理審議会の意見聴取

意見書の審査

換地処分

  県都市計画審議会は、知事 から付議さ
れた意見書の内容を審査し、その採択・
不採択について議決する。
（区画整理法第55条第3・4項）

 利害関係者から口頭陳述の申し出が
あった場合は、その機会を与えなければ
ならない
（区画整理法第55条第5項）
（行政不服審査法第31条の準用）

事業計画（区画整理法第6条）
　① 施行地区
  ② 設計の概要
　③ 事業施行期間
　④ 資金計画

換地計画（区画整理法第87条）

①　換地設計

②　各筆換地明細

③　各筆各権利別清算金明細

④　保留地その他の特別の定をする

　　　土地の明細

認可申請書に添付する書類
⑤　土地区画整理審議会の意見書
⑥　意見書の処理の経緯を説明
　　 する書類

意見書１通

（口頭意見陳述を希望）

必要な修正を加える

べきことを求める（県→市）

資料２


